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（理由） 
これまで経験したことがない大災害である平成２３年３月１１日の東日本大

震災から６年が経過した。その教訓を踏まえ、全国の自治体では、地震及び津

波に備え、防災及び減災対策に積極的に取り組んでいる。 

このような状況の中、平成２８年４月１４日及び１６日に平成２８年熊本地

震が発生し、昭和５６年６月の建築基準法改正により耐震基準が引き上げられ

た新耐震基準の下で建てられた家屋についても、二度の震度７の揺れに耐えら

れず倒壊した。 

さらに、１０月２１日には鳥取県中部地震が発生し、死者３３万人と被害想

定されている南海トラフ地震についても、いつ発生してもおかしくない状況で

あることから、住民の住宅耐震への関心が高まっている。 

このようなことから、国においては、木造住宅耐震改修に関し下記の事項に

ついて、特段の措置を講じられるよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 木造住宅耐震改修については、長期間の安定的・継続的な取組が必要であ

り、平成３３年度以降も補助制度を継続すること。また、平成２７年度で廃

止された社会資本整備総合交付金の上乗せ措置について、制度を復活させる

とともに所要財源を確保すること。 

 

２ 新耐震基準の家屋でも被害が続出しているため、耐震基準について早期に

見直しを行い、昭和５６年６月１日以降に着工した家屋についても、補助対

象とすること。 

 

 


